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◆
市
か
ら

　
　
月
１
日
～
　
日
に
「
年
末
の
交

１２

１０

通
事
故
防
止
運
動
」
が
実
施
さ
れ
ま

す
。
日
頃
か
ら
交
通
ル
ー
ル
や
マ
ナ

ー
を
守
り
、
他
者
を
思
い
や
る
行
動

を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　
問
合
せ
は
安
全
・
安
心
対
策
グ
ル

ー
プ
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
８
０

６
）
へ
。

　
《
重
点
事
項
》

◎
高
齢
者
の
交
通
安
全

◎
飲
酒
運
転
の
根
絶

◎
夕
暮
れ
時
の
交
通
安
全

◎
自
転
車
の
交
通
安
全

◎
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用

の
徹
底

　
西
宮
市
不
法
投
棄
防
止
協
議
会

（
国
、県
、市
）
は
、
　
月
９
日（
金
）

１２

に
環
境
美
化
の
啓
発
と
市
民
の
生
活

環
境
を
守
る
た
め
に
、
不
法
投
棄
多

発
地
点
を
重
点
的
に
一
斉
パ
ト
ロ
ー

ル
や
清
掃
を
行
い
ま
す
。

支給対象になると思われる場合に申請書を国民健康保険は12月以降、後期高齢者医療制度は来年1月以降に送付し
ます。必要事項を記入し、高齢者医療保険グループ・国民健康保険グループへ返送をAA

後期高齢者医療制度・国民健康保険・介護保険の被保険者証、印鑑、振込先口座の分かるもの、以前加入していた医療
保険・介護保険の「自己負担額証明書」を持参（世帯全員分）し、高齢者医療保険グループ・国民健康保険グループ（市
役所本庁舎１階）で手続きを

BB

医療保険・介護保険の被保険者証、印鑑、振込先口座の
分かるものを持参し、高齢者医療保険グループ・国民健
康保険グループ（市役所本庁舎１階）で「自己負担額証
明書」の交付申請を行ってください

a…平成22年８月1日～23年７月
31日の間に西宮市の後期高齢者
医療制度もしくは国民健康保険に
加入していた期間がある人

右条件を確認のうえ、介護
保険もしくは医療保険の
「自己負担額証明書」の交
付を受けた後、7月31日
現在加入している医療保険
の窓口で手続きを。申請方
法については申請先の医療
保険に問合せを

CC
医療保険・介護保険の被保険者証、印鑑、振込先口座の
分かるものを持参（印鑑以外は介護保険利用者全員分）
し、介護保険グループ（市役所本庁舎３階）で「自己負
担額証明書」の交付申請を行ってください（郵送可）

a以外で平成22年８月1日～23
年７月31日の間に西宮市介護保
険のサービスを利用した人

高額介護合算制度の自己負担限度額（年額）

後期高齢者医療制度
被用者保険（勤め先の医療保険）

または国民健康保険所得区分
７０歳～７４歳７０歳未満

67万円67万円126万円現役並み所得
７０歳未満は上位所得

56万円56万円
※平成24年8月から62万円67万円一般

31万円31万円
34万円

低所得Ⅱ
19万円19万円低所得Ⅰ

※世帯内で異なる医療保険に加入している場合は、合算の対象になりません

　
平
成
　
年
４
月
か
ら
始
ま
っ
た
高
額
医
療
・
高

２０

額
介
護
合
算
制
度
は
、
医
療
と
介
護
の
両
方
の
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
世
帯
の
負
担
を
軽
減
す

る
制
度
で
す
。

　
医
療
費
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
１
年
間
の
自
己

負
担
額
を
世
帯
単
位
で
合
計
し
、
限
度
額
を
超
え

た
分
を
支
給
し
ま
す
＝
左
表
参
照
。

　
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
お
よ
び
高
額
介
護
（
予

防
）
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
支
給
さ
れ
た
分
は
合
算

の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
支
給
を
受
け
る
た
め
に
は
、
計
算
期
間
（
８
月

１
日
～
翌
年
７
月
　
日
）
の
最
終
日
に
加
入
し
て

３１

い
る
医
療
保
険
に
対
し
て
申
請
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
＝
左
申
請
方
法
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
参
照
。

　
計
算
期
間
の
最
終
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
を

経
過
す
る
と
時
効
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
各
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
ア

ク
タ
西
宮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
の
受
付
は
行
っ
て
い
ま
せ

ん
。
　
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、以
下
の
各
問
合
せ
先
へ
。

陰

右

韻

宇

隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠

隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠

吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋

吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋

他の医療保険・介護保険か
ら移ってきた場合

勤め先の医療保険に加入し
ている場合や、引越しなどで
他の医療保険・介護保険に移
った場合

　対象は医療と介護の両方のサービスを利用している世帯。ここでいう世帯は住民票上の
世帯の中で、平成23年７月31日に同一の医療保険に加入している人全員のことです。

いいえ

下表CC参照

①平成23年７月31日現在、世帯の医療保険が西宮市の後期高齢者医療制度か国民健康保険である

はい

はい いいえ

下表BB参照下表AA参照

②平成22年8月１日～23年７月31日の間に医療保険・介護保険に変更がない

申請方法フローチャート

酸
支
給
申
請
に
つ
い
て

・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
人

　
高
齢
者
医
療
保
険
グ
ル
ー
プ

　（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
1
５
４
）

・
国
民
健
康
保
険
の
人

　
国
民
健
康
保
険
グ
ル
―
プ

　（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
２
０
）

酸
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
証
明
書

に
つ
い
て

　
介
護
保
険
グ
ル
ー
プ

　（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
０
４
８
）

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
の
お
知
ら
せ

医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医
療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療
ととととととととととととととととととととととととと
介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介
護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護
合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合
わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ

医
療
と
介
護
合
わ
せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ

負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負
担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担
ををををををををををををををををををををををををを
軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽
減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減
ししししししししししししししししししししししししし
ままままままままままままままままままままままままま

負
担
を
軽
減
し
ま
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

　
問
合
せ
は
市
美
化
第
２
グ
ル
ー
プ

（
０
７
９
８
・
４
１
・
６
２
６
５
）へ
。

　
　
月
定
例
市
議
会
が
、
　
月
５
日

１２

１２

に
開
会
、
　
日
ま
で
の
日
程
で
開
か

２２

れ
る
予
定
で
す
。

　
主
な
日
程
は
、
本
会
議
で
の
一
般

質
問
が
９
日
～
　
日
、
常
任
委
員
会

１４

が
　
・
　
日
、
病
院
問
題
特
別
委
員

１６

１９

会
が
　
日
、
本
会
議
で
の
議
案
の
採

２０

決
が
　
日
の
予
定
で
す
。
本
会
議
、

２１

委
員
会
は
傍
聴
で
き
ま
す
（
委
員
会

は
許
可
が
必
要
）
。
な
お
、
日
程
が

変
更
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
問
合
せ
は
議
会
事
務
局
（
０
７
９

８
・
３
５
・
３
３
８
０
）
へ
。

　
現
在
、
Ｊ
Ｒ
西
宮
駅
前
の
フ
レ
ン

テ
西
宮
１
階
に
設
置
し
て
い
る
証
明

書
自
動
交
付
機
は
、
　
月
　
日
を
も

１２

２８

っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
停
止
し
ま
す
。

　
残
り
３
台
（
ダ
イ
エ
ー
甲
子
園

店
、
阪
急
オ
ア
シ
ス
な
じ
お
プ
ラ

ザ
、
夙
川
グ
リ
ー
ン
タ
ウ
ン
）
の
証

明
書
自
動
交
付
機
お
よ
び
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
・
セ
ブ
ン
倆
イ
レ
ブ

ン
で
の
証
明
書
の
交
付
サ
ー
ビ
ス
は

引
き
続
き
利
用
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
入
荷
が
遅
れ
て
い
た
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
は
、
通
常
ど
お
り

交
付
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
皆
さ
ん
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お

か
け
し
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
　
問
合
せ
は
市
民
課
（
０
７
９
８
・

３
５
・
３
１
０
９
）
へ
。

　
市
と
水
道
局
は
、
競
争
入
札
参
加

資
格
者
の
登
録
申
請
を
受
け
付
け
ま

す
。
「
委
託
・
物
品
」
は
平
成
　
・
２４

　
年
度
２
カ
年
有
効
の
本
登
録
、

２５「
工
事
」
は
　
年
度
１
カ
年
有
効
の

２４

補
充
登
録
で
す
。

　
申
請
は
、
所
定
の
申
請
書
を
来
年

１
月
　
日
（
消
印
有
効
）
ま
で
に
契

１８

約
グ
ル
ー
プ
（
〒
６
６
２
―
８
５
６

７
六
湛
寺
町
　
―
３
☎
０
７
９
８
・

１０

３
５
・
３
４
０
７
）
へ
郵
送
を
。

　
申
請
書
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
事
業
者
向
け
情
報
似
入
札
・
契
約

似
入
札
等
参
加
資
格
）
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
　
※
兵
庫
県
電

子
申
請
共
同
運
営
シ
ス
テ
ム
（
e
倆

ひ
ょ
う
ご
）
の
利
用
に
よ
る
申
請
も

可
。
詳
し
く
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い

　
市
税
は
、
口
座
振
替
で
納
付
で
き

ま
す
。
口
座
振
替
を
利
用
す
る
と
、

指
定
の
預
金
口
座
か
ら
各
納
期
の
最

終
日
（
一
括
納
付
の
利
用
者
は
第
１

◆
官
公
署
か
ら

　
　
月
　
日
～
　
月
１
日
は
「
犯
罪

１１

２５

１２

被
害
者
週
間
」
で
す
。

　
犯
罪
の
被
害
に
遭
う
と
、
身
体
的

被
害
の
ほ
か
、
捜
査
や
裁
判
に
伴
う

負
担
、
噂
や
中
傷
に
よ
る
精
神
的
苦

期
の
最
終
日
）
に
自
動
的
に
振
替
さ

れ
る
の
で
、
金
融
機
関
等
に
行
く
必

要
は
な
く
、
納
付
書
の
紛
失
や
納
付

忘
れ
も
な
く
な
り
安
心
で
す
。
全
期

分
振
替
終
了
後
に
は
、
「
口
座
振
替

済
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

　
手
続
き
も
簡
単
で
、
年
度
途
中
で

も
振
替
可
能
な
納
期
か
ら
開
始
で
き

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
問
合
せ
は
税
務
管
理
グ
ル
ー
プ

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
２
３
４
）へ
。

　
【
口
座
振
替
で
き
る
市
税
】
固
定

資
産
税
（
償
却
資
産
を
含
む
）
、
都

市
計
画
税
、
市
県
民
税
（
普
通
徴

収
）
、
軽
自
動
車
税

　
【
手
続
き
方
法
】
通
帳
と
届
け
出

印
、
課
税
番
号
が
分
か
る
書
類
（
納

税
通
知
書
、
領
収
書
な
ど
）
を
持
参

し
、
市
内
の
取
扱
金
融
機
関
で
申
込

を
（
申
込
書
は
金
融
機
関
に
あ
り
）。

手
続
き
完
了
後
、
「
口
座
振
替
開
始

の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し
ま
す

　
※
市
外
の
金
融
機
関
を
利
用
す
る

場
合
は
、
申
込
用
紙
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
同
グ
ル
ー
プ
へ
連
絡
を

　
刺
　
月
１
日
は
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー

１２

エ
イ
ズ
の
ま
ん
延
防
止
と
エ
イ
ズ
患

者
へ
の
差
別
や
偏
見
の
解
消
を
目
指

し
て
、
世
界
レ
ベ
ル
で
予
防
啓
発
活

動
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
西
宮
市
保

健
所
は
、
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
に
伴

い
、
　
月
１
日（
木
）に
Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗
体

１２

即
日
検
査
を
行
い
ま
す
。
問
合
せ
は

保
健
所
健
康
増
進
グ
ル
ー
プ
（
０
７

９
８
・
２
６
・
3
６
７
５
）
へ

　
月
1
日
～
　
日
は

12

10

年
末
の
交
通
事
故
防
止
運
動

不
法
投
棄
の
監
視
、

一
斉
パ
ト
ロ
ー
ル

　
月
定
例
市
議
会
始
ま
る

12
痛
な
ど
、
多
く
の
困
難
な
問
題
に
直

面
し
、
被
害
者
と
そ
の
家
族
の
生
活

は
一
変
し
ま
す
。
「
犯
罪
被
害
者
」

に
つ
い
て
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に

は
、
被
害
者
の
声
に
耳
を
傾
け
、
も

し
、
自
分
の
身
近
な
人
が
被
害
に
遭

っ
た
ら
ど
の
よ
う
に
向
き
合
え
ば
よ

い
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
　
問
合
せ
は
西
宮
警
察
署
（
０
７
９

８
・
３
３
・
０
１
１
０
）
、
甲
子
園

警
察
署
（
０
７
９
８
・
４
１
・
０
１

１
０
）
へ
。

　
西
宮
市
土
地
開
発
公
社
は
、
山
口

町
上
山
口
（
　
区
画
）、金
仙
寺
（
２

１１

　
月
　
日
～
　
月
1
日
は

11

25

12

「
犯
罪
被
害
者
週
間
」

フ
レ
ン
テ
西
宮

  証
明
書
自
動
交
付
機

         サ
ー
ビ
ス
停
止

競
争
入
札
参
加
資
格
者

　
　
 登
録
申
請
を
受
付

市
税
の
口
座
振
替
に
つ
い
て

◆
そ
の
他

区
画
）
の
宅
地
分
譲
を
入
札
で
行
い

ま
す
。
申
込
方
法
な
ど
詳
し
く
は
同

公
社
（
市
役
所
東
館
８
階
）、市
役
所

本
庁
舎
１
階
総
合
案
内
所
横
、
各
支

所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
ア

ク
タ
西
宮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
配
布
し

て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ま
た
は
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
く
ら
し
の
情
報

似
宅
地
分
譲
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
問
合
せ
は
西
宮
市
土
地
開
発
公
社

（
０
７
９
８
・
３
４
・
７
２
６
２
）へ
。

西
宮
市
土
地
開
発
公
社

 北
部
地
域
で

　
　
区
画
宅
地
分
譲
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問
合
せ
先

猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿猿


